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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月５日 １７時２５分ごろ 

発生場所 福山港の一文字岸壁南南東方沖 

 ＪＦＥスチール福山港新涯導灯（前灯）から真方位１３３°６４０

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.３′ 東経１３３°２４.８′） 

事故の概要 貨物船第一天
てん

照
しょう

丸は、航行中、また、高速消防救急艇兼交通船ふ

くやまは、桟橋に係留中、第一天照丸がふくやまに衝突した。 

第一天照丸は、船首部外板等に擦過傷を生じ、また、ふくやまは、

右舷船尾部外板に破口を伴う凹損を生じ、桟橋等の圧壊等を生じた。 

事故調査の経過 令和３年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第一天照丸、４９８トン 

１３４８５０、蛭子海運有限会社（船舶所有者）、明港汽船株

式会社（船舶借入人、Ａ₁社）、トクヤマ海陸運送株式会社（運

航者、Ａ₂社） 

７５.４３ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１月２０日 

Ｂ 高速消防救急艇兼交通船 ふくやま、１９トン 

２７３－１１５３０広島、福山地区消防組合（Ｂ組合） 

１９.３５ｍ×４.２０ｍ×２.００ｍ、軽合金 

ディーゼル機関２基、１,２２０kＷ（合計）、平成１５年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８１歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年１１月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年８月２５日 

    免状有効期間満了日 令和４年１１月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板及び右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口を伴う凹損、桟橋等の圧壊等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２.９m/s、視界 良好 



 
- 2 - 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、スクラップ約１,０２０ｔを

積載し、令和３年７月５日１７時１０分ごろ岡山県倉敷
くらしき

市水島港に向

け、福山港の一文字岸壁を出航した。 

船長Ａは、１.０海里レンジに設定したレーダー及びＧＰＳプロッ

ターを起動し、操舵スタンドの前に立って単独の船橋当直に当たり、

船首を福山港分岐第３号灯浮標（以下「３号灯浮標」という。）に向

け、約６～７ノットの対地速力で、手動操舵により南進していた。 

船長Ａは、周囲に航行の支障となる船舶がいなかったこと、水島港

までの航海時間が約１時間３０分と短かったこと、次の変針予定場所

まで時間に余裕があると思ったこととで、早めにＡ₁社宛ての報告を

ＦＡＸ送信で行うこととし、自動操舵に切り替えて船橋内左舷後部の

海図台に向かった。 

船長Ａは、海図台の前で船尾方を向いて立ち、メモを見ながらＦＡ

Ｘ番号をダイヤルし、動静報告書及び残油報告書の２枚のＦＡＸ送信

を開始した。 

船長Ａは、１枚目のＦＡＸ送信を終えて前方を振り返って見たとこ

ろ、前面の窓越しに、左舷船首方至近に迫った３号灯浮標を認め、慌

てて操舵スタンドの前に移動し、手動操舵に切り替えて右舵を取った

後、左舵一杯を取った。 

船長Ａは、３号灯浮標を左舷側に見て通過した後、Ｂ組合の専用桟

橋（以下「専用桟橋」という。）に係留中のＢ船を認め、主機を全速

力後進したものの、Ａ船が左転を続け、１７時２５分ごろ東方を向い

たＡ船の船首部がＢ船の右舷船尾部に衝突した。 

船長Ａは、携帯電話で海上保安庁に本事故発生の通報を行うととも

にＡ₁社及びＡ₂社に同旨の連絡を行った。 

Ｂ船は、３日１１時４０分ごろ専用桟橋に船首を南方に向けて左舷

着けで係留し、乗組員全員が下船していたところ、５日１７時２５分

ごろＡ船と衝突した。（図１参照） 
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図１ 専用桟橋に左舷着けで係留中のＢ船（イメージ） 

 

Ｂ組合の担当者は、専用桟橋の近くにある事務所内で大きな音を聞

き、音のした方向を見るとＡ船がＢ船を引きずりながら前進し、ひっ

くり返った専用桟橋にＢ船が乗り揚がるところを認めた。（図２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ひっくり返った専用桟橋に乗り揚がったＢ船（イメージ） 

 

Ｂ組合の担当者は、海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 専用桟橋に係留中のＢ船、

写真２ Ａ船と衝突したＢ船、写真３ ひっくり返った専用桟橋に乗

り揚がった状態のＢ船 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、６月２５日初めてＡ船に乗船し、Ａ船で福山港に入港す

るのが初めてであり、本事故時、３号灯浮標北方沖の変針予定場所で

左転するつもりでいた。 

Ａ船 

Ｂ船 

ひっくり返った

専用桟橋 
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船長Ａは、別の船ではふだん報告書１枚の送信を短縮ダイヤルで行

っており、所要時間が約１～２分で済んでいたが、本事故当時、Ａ船

のＦＡＸ送信機に不慣れであったこともあり、また、短縮番号を知ら

なかったこともあってＦＡＸ送信に予想以上の時間が掛かり、約５～

６分の時間を要してしまったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、福山港の一文字岸壁南南東方沖において、３号灯浮標に向

かう針路で南進中、単独で船橋当直中の船長Ａが、船橋内左舷後部の

海図台の前で船尾方を向いて立ち、ＦＡＸ送信を行いながら航行を続

けたことから、変針予定場所を通過したことに気付かず、目前に迫っ

た３号灯浮標を左舵一杯で避けた後、左転を続けたＡ船が専用桟橋に

係留中のＢ船に衝突したものと推定される。 

船長Ａは、周囲に航行の支障となる船舶がいなかったこと、水島港

までの航海時間が約１時間３０分と短かったこと、次の変針予定場所

まで時間に余裕があると思ったことから、早めに運航者宛ての報告を

行うこととし、ＦＡＸ送信を行っていたものと考えられる。 

Ｂ船は、専用桟橋において、乗組員全員が下船し、無人の状態で係

留中、Ａ船と衝突したものと推定される。 

原因 本事故は、福山港の一文字岸壁南南東方沖において、Ａ船が３号灯

浮標に向かう針路で南進中、Ｂ船が専用桟橋に係留中、船長Ａが船橋

内左舷後部の海図台の前で船尾方を向いて立ち、ＦＡＸ送信を行いな

がら航行を続けたため、変針予定場所を通過したことに気付かず、目

前に迫った３号灯浮標を左舵一杯で避けた後、左転を続けたＡ船がＢ

船に衝突したものと推定される。 

再発防止策 Ａ₁社及びＡ₂社は、本事故後、次のとおり改善策を講じた。 

・所属の各船舶に対して本事故の発生状況と注意喚起文書を送付す

るとともに訪船指導を行う。 

・ＦＡＸ送信などの作業は、船橋当直者以外の者に行わせる。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、単独で航行中、港内等の狭い海域で、ＦＡＸ送信

など操船以外の作業を行わないこと。 

・船橋当直者は、変針予定場所を通過しないよう、常時、適切な見

張りを行うとともに船位の確認を行うこと。 
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        付図１ 事故発生経過概略図 
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変針予定場所 

広島県 
福山港 

事故発生場所 

（令和３年７月５日 

 １７時２５分ごろ発生） 

ＪＦＥスチール福山港新涯導灯（前灯） 

福 山 市 

福山港 

Ｂ船(係留中) 

香川県 

福山市 

岡山県 

専用桟橋 

福山港分岐第３号灯浮標 
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写真１ 専用桟橋に係留中のＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船と衝突したＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ ひっくり返った専用桟橋に乗り揚がった状態のＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （写真１～３ Ｂ組合提供） 

Ａ船 

Ｂ船 

ひっくり返った専用桟橋 

Ｂ船 


